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事務組合の設立及び事務代理業務について 
 

 

独立行政法人勤労者退職金共済機構

建設業退職金共済事業本部 
TEL ０３ − ６７３１ − ２８４９ 

1. 事務組合とは 

建設業退職金共済制度では、建設業を営む個々の事業主ごとに契約が結ばれま

すから、それぞれの事業主のところで労働者のための手帳申込や、金融機関か

ら共済証紙又は退職金ポイントを購入して、労働者に対して掛金を納付する事務の他、 

共済手帳の更新等の事務を行うことになっています。 

ところが比較的小さい規模の事業主のところでは、専任の事務員がいないなど

の理由で、これらの事務を行うことが困難であることが多いため、そういう事業

主が集まって事務組合を組織し、そこで事業主が行う事務を事業主に代わって行

うことができます。 

 

2. 事務組合のつくり方 

事務組合をつくるには、建退共と共済契約を締結している事業主が集まって新

しく事務組合を設立する場合と健保労災等のためすでに団体をつくっているとこ

ろを利用する場合の二通りがあります。いずれの場合も「事務組合認定申請書（様

式第105号）」、「事務組合規約」及び「建設業退職金共済制度事務受託に関する業務

方法書」（別紙１、２を参考にしてください。）を作成し、建退共支部へ提出してく 

ださい。 

ただし、労働組合の場合は労働組合の名称を使わないで「〇〇事務組合」と名称

を変えてください。 

 

3. 事務組合の認定申請手続き 

事務組合の認定申請は、「事務組合認定申請書（様式第105号）」に基づき申請し

てください。申請時には、「事務組合規約」及び「建設業退職金共済制度事務受託

に関する業務方法書」を添付する必要があります。また、既存の団体を利用する場合

は、その規約の一部を改正し、事業内容に｢建設業退職金共済制度に加入し、その諸手

続きを行うこと｣の旨の一項目を加えるとともに、具体的な業務の内容を定めた「建設

業退職金共済制度事務受託に関する業務方法書」を添付する必要があります。このと

き、「電子申請方式申込書」を同時に提出いただくこともできます。 
 

4. 「認定書」及び「建設業退職金共済事務受託者証」の交付 

建設業退職金共済事業本部（以下「事業本部」という。）が当該事務組合を認定

した場合は、建退共支部を通じて「認定書」及び「建設業退職金共済事務受

託者証」を交付します。 



5. 事務組合の行う業務 

(1) 事務組合の事務手続 
事務組合が行う共済契約及び手帳申込等のすべての事務手続きは、一般の共

済契約者の場合とまったく同じです。ただし、委託者である事業主ごとに申

込書類を作成する場合の記入事項のうち、申込者の住所・氏名（名称）は委託

者である事業主のものを個々に記入していただきます。 

したがって、その下に事務受託者番号と事務組合名を記入してください。 

 

(2) 共済証紙及び退職金ポイントの購入方法 
① 共済証紙を購入する場合 

事務委託を受けている場合でも、共済契約は、事業主ごとに結ばれるも

のですから、事業主ごとに「共済契約者証」を発行します。しかし、事務

組合が委託者である事業主の「共済契約者証」を何十枚もまとめて金融機関

に提出して共済証紙を購入することは煩雑ですから、このために事務組合

（受託者）には「建設業退職金共済事務受託者証」を発行します。事務組合

は、この一枚を金融機関に提示することによって、委託を受けた全ての

事業主の共済証紙を購入することができます。 

② 退職金ポイントを購入する場合 

事務組合は、「電子申請専用サイト」においてペイジー決済又は口座振替で退職

金ポイントを購入することができます。 

 

(3) 掛金の納付方法 
①  証紙貼付方式の場合 

事務組合は、委託者である事業主の申し出により、当該事業所の被共済者

が所持する退職金共済手帳に、その就労日数に応じて共済証紙の貼付を行い、

事務組合の名称及び日付けを明らかにした印章で消印を行ってください。 

② 電子申請方式の場合 

事務組合は、委託者である事業主から、「被共済者就労状況報告書（日別報

告様式）事務受託様式第５号」及び「被共済者就労状況報告書（月別報告様式）事

務受託様式第４号」等により報告された、共済契約者別、被共済者別の就労実績を

「就労実績報告作成ツール」に入力の上、電子申請専用サイトに登録し、掛金を納

付してださい。 

 

※掛金は、あらかじめ購入した退職金ポイントから、就労実績報告に基づき充

当されます。 

退職金ポイントの残高に不足が生じた場合は、就労実績報告が登録できませ

んので、ペイジーまたは口座振替により、不足分を追加購入してください。 

 

 (4) その他 

(ｲ) 委託した事務の範囲内で、事務組合の行った行為は、委託者が行ったと同様の効

力がありますから、もし委託者の考えと違っている場合でも、委託者は事業本部に

対して異議申立はできないことになります。 
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(ﾛ) 事務組合に共済証紙購入の事務を委託している場合は、委託者である事業主

が負担した掛金及び退職金ポイントは、被共済者へ掛金を納付したときその

事業主の損金又は必要経費として処理することができます。 

 

(5)帳簿の備え付け及び報告 

事務組合は、次の帳簿を備え付けなければならないことになっています。 

 

(イ) 建設業退職金共済事務受託簿（別紙３） 

・受託者一覧表です。 

 (ロ) 共済手帳受払簿（委託者別）（別紙４） 

・委託者別に共済手帳の管理状況を把握する帳簿です。

(ハ) 共済証紙受払簿（総括）赤・青（別紙５） 

・日付別に共済証紙の受入・払出・残高を総括記入する帳簿です。 

(二) 共済証紙受払簿（委託者別）（別紙６） 

・委託者別に共済証紙の受入・払出・残高、購入金額の徴収・未徴収を記入する

帳簿です。 
 

(ホ) 事務組合受託者変更届（様式第106号） 

・委託された事業主の変更があった場合は、その都度、建退共支部に提出す   

るものです。 

(へ )事務組合は、建退共支部を経由して事業本部に対して、四半期ごとに委託者別

の「共済手帳受払簿・共済証紙受払簿の写し」を報告することになっています。 

 
（（２０２１．１２．２７） 

 

経営事項審査用加入・履行証明書の必要な事業主は、発行申請にあたって 

「共済手帳受払簿」（委託者別）（別紙４）及び「共済証紙受払簿（様式第０

３０号）」の 提出が義務づけられていますので、「共済証紙受払簿（委託者

別）」（別紙６）とは別に備え付けが必要となりますのでご留意ください。 


